
福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 福岡県風力発電産業振興会議が実施する福岡県洋上風力発電人材育成支援

補助金の交付については、福岡県補助金等交付規則（昭和３３年福岡県規則第５号

（この規則中「知事」とあるのは「会長」と、「県」とあるのは、「福岡県風力発電

産業振興会議」と読み替えるものとする。））に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、福岡県風力発電産業振興会議の会員（以下、「会員」という。）

が、洋上風力発電に関する研修、訓練、講座等を受講する場合、予算の範囲内でそ

の経費の一部を補助し、もって会員における風力発電人材の育成を支援することを

目的とする。 

 

（交付対象事業） 

第３条 この補助金は、次の事業（以下、「対象事業」という。）を交付の対象とする。 

(1) 福岡県洋上風力発電運転・維持管理技術者育成支援補助金（別表１に掲げる事

業） 

(2) 福岡県洋上風力発電プロジェクト開発技術者育成支援補助金（別表２に掲げ

る事業） 

 

（交付対象者、交付対象期間） 

第４条 この補助金の交付の対象となる者は、福岡県内に事業所を有する会員のうち、

対象事業を従業員等に受講させ、修了した者及び福岡県内に所在する個人会員のう

ち、対象事業を修了した者（以下、交付対象者）とする。 

２ 補助金の交付対象期間は、補助金の交付決定のあった年度の４月１日から翌年２

月末日までとする。 

 

（対象除外） 

第５条 交付対象者に以下の者が含まれるときは、交付対象としない。 

(1) 暴力団又は暴力団員 

(2) 暴力団員が事業主又は役員である者 

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

 

（交付対象経費） 

第６条 この補助金は、交付対象者が対象事業の受講のために支払った受講料につい

て交付する。ただし、消費税等の租税は除く。 

２ 他機関から補助を受ける場合は、受講料から他機関の補助金額を除いた金額を交



付対象経費とする。 

 

（交付金額） 

第７条 交付金額は、交付対象経費の２分の１以内とし、１社あたりの上限額を７５

万円とする。ただし、追加募集を行う場合、本条の規定にかかわらず、福岡県風力

発電産業振興会議のホームページに掲載する公募案内において別途定める額を上

限額とする。 

２ 算出された額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする会員は、対象事業を受講する年度の７月末日

までに、申請書（様式第１号）及び次の各号の書類を福岡県風力発電産業振興会議

の会長（以下、「会長」という。）に提出するものとする。ただし、追加募集を行う

場合、本条の規定にかかわらず、福岡県風力発電産業振興会議のホームページに掲

載する公募案内において別途定める日までに、申請書及び次の各号の書類を会長に

提出するものとする。 

(1) 履歴事項全部証明書の写し 

(2) 受講料納付を証する書類（領収書等） 

（3） 暴力団の排除に関する誓約書 

(4) その他福岡県風力発電産業振興会議が必要と認めるもの 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 会長は、前条の規定による交付申請があった場合において、内容を審査のう

え、補助金を交付することが適当であると認めるときは、交付決定を行う。 

２ 前項の規定により交付決定を行った場合は、速やかに交付決定通知書（様式第２

号その１）により、補助金交付決定額その他必要な事項を申請者へ通知する。 

３ 会長は、交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要

があるときは、条件を付することができる。 

４ 会長は、申請に対し不交付の決定をしたときには、不交付決定通知書（様式第２

号その２）により申請者へ通知する。 

 

（変更及び廃止の承認） 

第１０条 交付決定を受けた者は、次のそれぞれに掲げる場合においては、あらかじ

め変更承認申請書（様式第３号その１）または廃止承認申請書（様式第３号その２）

を会長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 前条の補助金交付の決定を受けた内容から著しく変更しようとするとき。 

(2) 対象講座の受講を廃止しようとするとき。 

２ 会長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と

認められるときは補助金の変更交付決定または廃止の承認を行い、変更承認通知書



（様式第４号その１）または廃止承認通知書（様式第４号その２）により申請者へ

通知するものとする。 

 

（交付決定の取消、変更） 

第１１条 会長は、交付決定を受けた者が次の各号に該当した場合、補助金交付決定

の全部または一部を取り消し、または変更することができる。 

(1) 交付申請の内容に虚偽やその他不正があったと認められるとき 

(2) 交付にあたり付した条件、その他法令に違反したとき 

(3) その他本要綱に基づく指示に違反したとき 

２ 前項の規定に基づき取消を決定した場合は、交付決定取消通知書（様式第５号）

により交付決定を受けた者へ通知する。 

 

（実績報告） 

第１２条 交付決定を受けた者は、受講終了後、交付決定のあった年度の２月末日ま

でに、実績報告書（様式第６号）に関係書類を添え、会長に提出しなければならな

い。 

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 会長は、前条の報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査を行い、

その報告が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、確定通知書（様式第７号）により交付決定を受けた者に通知するも

のとする。 

 

（補助金の支払） 

第１４条 補助金は、第１２条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に支

払うものとする。 

２ 交付決定を受けた者は、補助金の支払いを受けようとするときは、請求書（様式

第８号）を会長に提出しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第１５条 会長は、第１０条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に

補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を請求することができる。 

 

（雑則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は令和５年４月１日から施行する。 



この要綱は令和６年１２月１日から施行する。 

この要綱は令和７年４月１日から施行する。 

 この要綱は令和 7年６月１日から施行する。 

この要綱は令和８年１月２０日から施行する。 

この要綱は令和８年４月１日から施行する。  



（様式第１号） 

 

                                                                           

                                                                        年  月  日 

 

 

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付申請書 

 

 

 福岡県風力発電産業振興会議 会長 殿 

 

                                                所 在 地 

                        団 体 名 

                                                代表者職氏名                       印 

 

 

 福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付要綱第８条の規定に基づき関係書類を添えて下記

のとおり補助金の交付を申請します。 

 

                                            記 

 

                   補助金交付申請額          一金                 円 

 

 

※補助金交付申請額 内訳（税抜） 

 ・受講料               円【A】 

 ・他機関の補助金額          円【B】 

 ・交付対象経費            円【A－B】 

 ・補助金交付申請額          円【（A－B）×１／２】 

 

 

 

 

 

 

 

※申請者は記名押印に代えて署名することができる。  

  



（様式第２号その１） 

 

                                                                     風産振第  号 

 

 

（申請者）殿 

 

 

 

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付決定通知書 

 

 

      年  月  日付で申請のあった福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金については、

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとおり交付しま

す。 

 

 

 

 

交付額                 円 

 

 

 

        年  月  日 

 

 

                                    福岡県風力発電産業振興会議会長 （会長氏名） 

 

 

  



（様式第２号その２） 

 

                                                                     風産振第  号 

 

 

（申請者）殿 

 

 

 

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金不交付決定通知書 

 

 

      年  月  日付で申請のあった福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金については、

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記の理由により交付

しないことを決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 不交付とした理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        年  月  日 

 

 

                                    福岡県風力発電産業振興会議会長 （会長氏名） 

 

 

  



（様式第３号その１） 

 

                                                                           

                                                                        年  月  日 

 

 

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金変更承認申請書 

 

 

 福岡県風力発電産業振興会議 会長 殿 

 

                                                所 在 地 

                        団 体 名 

                                                代表者職氏名                       印 

 

 

 

  年  月  日付 風産振第   号をもって交付決定の通知を受けた補助金交付申請につ

いて、下記のとおり変更したいので、福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付要綱第１０条

の規定に基づき承認を申請します。 

 

                                            記 

 

１ 変更内容 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請者は記名押印に代えて署名することができる。  



（様式第３号その２） 

 

                                                                           

                                                                        年  月  日 

 

 

  福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金廃止承認申請書 

 

 

 福岡県風力発電産業振興会議 会長 殿 

 

                                                所 在 地 

                        団 体 名 

                                                代表者職氏名                       印 

 

 

 

  年  月  日付 風産振第   号をもって交付決定の通知を受けた補助金交付申請につ

いて、下記のとおり廃止したいので、福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付要綱第１０条

の規定に基づき承認を申請します。 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請者は記名押印に代えて署名することができる。  

  



（様式第４号その１） 

 

                                                                     風産振第  号 

 

 

（申請者）殿 

 

 

 

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金変更承認通知書 

 

 

      年  月  日付で変更承認申請のあった福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金に

ついては、福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、下記のと

おり変更交付することを決定したので通知します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        年  月  日 

 

 

                                    福岡県風力発電産業振興会議会長 （会長氏名） 

 

 



（様式第４号その２） 

 

                                                                     風産振第  号 

 

 

（申請者）殿 

 

 

 

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金廃止承認通知書 

 

 

      年  月  日付で廃止承認申請のあった福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金に

ついては、福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、下記のと

おり承認したので通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        年  月  日 

 

 

                                    福岡県風力発電産業振興会議会長 （会長氏名） 

 

 

  



（様式第５号） 

 

                                                                     風産振第  号 

 

 

（申請者）殿 

 

 

 

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付決定取消通知書 

 

 

      年  月  日付 風産振第   号の補助金の交付について、下記のとおり交付決

定を取り消したので、福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付要綱第１１条の規定に基づき

通知いたします。 

 

記 

 

１ 取消の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        年  月  日 

 

 

                                    福岡県風力発電産業振興会議会長 （会長氏名） 

 

  



（様式第６号） 

                                                                                

                                                                        年  月  日 

 

 

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金実績報告書 

 

 

    福岡県風力発電産業振興会議会長 殿 

 

                                                所 在 地 

                        団 体 名 

                                                代表者職氏名                        

                  

 

   年  月  日付 風産振第   号をもって交付決定の通知を受けた補助金について、

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、下記のとおり報告し

ます。 

 

                                            記 

 

１ 補助金交付申請額           一金                 円 

 

２ 対象事業の受講状況 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号の別紙 

対象事業受講状況報告書 

 

１ 受講した対象事業及び修了者 

受講した対象事業 

事業名  

日時  

修了した人数  

修了者① 
氏名  

役職  

修了者② 
氏名  

役職  

 

２ 添付書類 

（１）対象事業の修了を証する書類（修了証書等）の写し 

（２）他機関の交付決定通知書の写し（他機関から交付されている場合に限る） 

 

 

※申請者の責めに帰することができない事由により、２月末日までに「対象事業の修了を証す

る書類」を添付することができない場合は、事務局が別に定める期限までに「対象事業の修了

を証する書類」を提出することを認める。 

  



（様式第７号） 

 

                                                                     風産振第  号 

 

 

（申請者）殿 

 

 

 

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金確定通知書 

 

 

      年  月  日付で実績報告のあった福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金の額に

ついて、福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金交付要綱第１３条の規定に基づき、下記のとお

り確定します。 

 

 

交付決定額                 円 

確定額                 円 

 

 

 

        年  月  日 

 

 

                                    福岡県風力発電産業振興会議会長 （会長氏名） 

 

 

  



（様式第８号） 

                                                                                

                                                                        年  月  日 

 

 

福岡県洋上風力発電人材育成支援補助金請求書 

 

 

    福岡県風力発電産業振興会議会長 殿 

 

                                                所 在 地 

                        団 体 名 

                                                代表者職氏名                        

    

 

   年  月  日付 風産振第   号をもって額の確定があった補助金について、福岡県

洋上風力発電人材育成支援補助金交付要綱第１４条の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額               一金                 円 

   （補助金確定額                円） 

 

 

 

 

 

 

 

【振込先】 

 

 

 

振込口座 

金融機関名  支店  
 

種類 普通・当座 口座番号  
 

口座名義

（カナ） 
 

 



（別表１） 

 

 

（別表２） 

 

対象事業 対象となる研修、訓練等

GWO認証 基本安全訓練（BST5）

GWO認証 基本安全訓練（BST4）

GWO認証 上級救助訓練（ART）

GWO認証 上級応急処置訓練（EFA）

GWO認証 基本安全訓練（SS）

GWO認証 基本技術訓練（BTT）

OPITO認証 BOSIET（安全に関する基本訓練）　

OPITO認証 FOET（BOSIET更新訓練）

OPITO認証 HUET（ヘリコプター水中脱出訓練）

STCW条約基本訓練

北拓北九州トレーニングセンター

MOL DPトレーニングセンター

APQP4WINDトレーニングコース

その他、福岡県風力発電産業振興会議が必要と認める洋上風力発電に関する研修、訓練

福岡県洋上風力発電運転・維持管
理技術者育成支援補助金

対象事業 対象となる講座等

洋上風力発電人材育成講座（九州大学）

長崎海洋アカデミー（NPO法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会）

その他、福岡県風力発電産業振興会議が必要と認める洋上風力発電に関する講座

福岡県洋上風力発電プロジェクト開
発技術者育成支援補助金


